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《本日の内容》



埼玉県産業立地促進補助金について



埼玉県産業立地促進補助金の概要について

新たに土地を取得（借地）して、工場等の操業を開始した企業に対し、

土地・建物に係る不動産取得税相当額を補助

工場、研究所、流通加工施設、本社
アグリテック・フードテック施設、観光施設

対象施設    

原則１億円 （最大２億円※別途審査あり）補助上限額    
※対象施設に産業観光施設を併設する場合は、２千万円を上限に上乗せ

主な要件

規模

・敷地面積1,000㎡以上

・建築面積500㎡以上

新規雇用

【流通加工施設以外】

・新規雇用5人以上

【流通加工施設】

・10人以上、うち

5人以上が正規雇用

期限

①申請期限
土地売買(賃借)契約から３か月以
内又は建物着工の前日まで

②操業期限
土地売買（賃貸借）契約締結後、

３年以内に操業



地域未来投資促進法について



■税制優遇

・国税(法人税・所得税)の
税額控除または特別償却

地域未来投資促進法の活用フロー

地域未来投資促進法・・・地域の特性を生かし、高い経済波及効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を
支援するため、政策資源を集中投資するもの

機械装置等：特別償却35％または税額控除4％

建 物等：特別償却20％または税額控除2%

埼
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県
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事

地域経済
牽引事業計画

申 請①
着工前まで

税制優遇
（国税）

国

事
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者

申 請② 取得前まで

１億円以上の投資 承 認



御清聴いただき誠にありがとうございました。

御担当者様から、お取引先様に当事業を御紹介頂く前に、「もう少し、事業について知りたい・・」
という場合には、詳細を当課担当者から御説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

オンラインでの説明を御希望の場合は、オンライン立地相談窓口から
御希望の日時をご記入のうえ、お申込みいただくのがスムーズです。

立地支援担当

048-830-3800 a3900-01@pref.saitama.lg.jp

企業誘致担当

048-830-3767 a3900-02@pref.saitama.lg.jp

企業の立地、土地など
の情報交換

優遇制度について
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